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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　装置内のキャピラリアレイの外気に触れる個所に外気を送風する排熱用ファンと、キャ
ピラリ温度及び／又はキャピラリを収納している恒温槽温度を測定する温度センサと、外
気温度を測定する温度センサと、を有し、該キャピラリ温度又はキャピラリを収納してい
る恒温槽温度と外気温度の差分に応じて、該排熱用ファンの風量調節を指示するＣＰＵを
有する電気泳動装置。
【請求項２】
　請求項１記載の電気泳動装置であって、キャピラリ温度又はキャピラリを収納している
恒温槽温度と外気温度の差分が大きい時には該排熱用ファンによる送風を停止又は低減す
る電気泳動装置。
【請求項３】
　請求項１記載の電気泳動装置であって、キャピラリ温度又はキャピラリを収納している
恒温槽温度と外気温度の差分が小さい時には該排熱用ファンによる送風を継続又は増加す
る電気泳動装置。
【請求項４】
　請求項１記載の電気泳動装置であって、外気温度が所定値より低い時には該排熱用ファ
ンによる送風を停止又は低減する電気泳動装置。
【請求項５】
　請求項１記載の電気泳動装置であって、電気泳動操作中は該排熱用ファンによる送風を
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停止する電気泳動装置。
【請求項６】
　請求項１記載の電気泳動装置であって、電気泳動装置がＤＮＡシーケンサである電気泳
動装置。
【請求項７】
　キャピラリアレイの外気に触れる個所に外気を送風するキャピラリ電気泳動装置の排熱
用ファンの制御方法であって、キャピラリ温度又はキャピラリを収納している恒温槽温度
と外気温度の差分に応じて風量を調節する排熱用ファン制御方法。
【請求項８】
　請求項７の排熱用ファン制御方法であって、キャピラリ温度又はキャピラリを収納して
いる恒温槽温度と外気温度の差分が大きい時には該排熱用ファンによる送風を停止又は低
減する排熱用ファン制御方法。
【請求項９】
　請求項７の排熱用ファン制御方法であって、キャピラリ温度又はキャピラリを収納して
いる恒温槽温度と外気温度の差分が小さい時には該排熱用ファンによる送風を継続又は増
加する排熱用ファン制御方法。
【請求項１０】
　請求項７の排熱用ファン制御方法であって、外気温度が所定値より低い時には該排熱用
ファンによる送風を停止又は低減する排熱用ファン制御方法。
【請求項１１】
　請求項７の排熱用ファン制御方法であって、電気泳動操作中は該排熱用ファンによる送
風を停止する排熱用ファン制御方法。
【請求項１２】
　請求項７の排熱用ファン制御方法であって、電気泳動装置がＤＮＡシーケンサである排
熱用ファン制御方法。
【請求項１３】
　装置内のキャピラリアレイの外気に触れる個所に外気を送風する排熱用ファンと、外気
温度を測定する温度センサとを有し、外気温度に応じて、該排熱用ファンの風量調節を指
示するＣＰＵを有する電気泳動装置。
【請求項１４】
　請求項１３記載の電気泳動装置であって、外気温度が所定値より低い時には該排熱用フ
ァンによる送風を停止又は低減する電気泳動装置。
【請求項１５】
　請求項１３記載の電気泳動装置であって、外気温度が所定値より高い時には該排熱用フ
ァンによる送風を継続又は増加する電気泳動装置。
【請求項１６】
　請求項１３記載の電気泳動装置であって、電気泳動装置がＤＮＡシーケンサである電気
泳動装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、キャピラリ電気泳動装置に搭載される部品が正常動作するために、排熱用フ
ァンにより装置内の熱を外部に排出するキャピラリ電気泳動装置、及びキャピラリ電気泳
動装置の排熱用ファン制御方法に関する。特に、排熱用ファンの風量により、キャピラリ
電気泳動装置中のキャピラリアレイの性能が影響を受けないようにする方法である。
【背景技術】
【０００２】
　キャピラリ電気泳動装置内に、レーザ光源、ＣＣＤカメラ、温度調節用ペルチェ素子等
の発熱部品が存在するため、これらの性能維持と電気泳動への影響を低減する必要がある
。このため、従来のキャピラリ電気泳動装置では、ファンを装置筐体に取り付けて、筐体
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内の空気を積極的に外に放出し、内部の熱を排出するようにしている。
【０００３】
　下記特許文献１に開示されているように、アプライドバイオシステムズ社製３１００型
ＤＮＡアナライザ(日立製作所との共同開発製品)は、内径が数十～数百ミクロンのキャピ
ラリを１６本同時に使用し、その内部で電気泳動の作用によりＤＮＡなどの試料を分離し
、分離された試料を光学的な作用により検出するキャピラリ電気泳動装置である。本装置
には、筐体内で発生した熱を外に放出するための排熱用ファンが筐体背面に備えられてい
る。この排熱用ファンは、外気とキャピラリ電気泳動装置内との間で空気の循環を発生さ
せ、このとき発生する風によりキャピラリ電気泳動装置内に搭載された部品を空冷する。
また、この排熱用ファンは、キャピラリ電気泳動装置が周囲温度の仕様の範囲内で正常に
動作するように、必要充分な風量で一定に動作し続ける。
【０００４】
　また、前記キャピラリ電気泳動装置では、１６本のキャピラリからなるキャピラリアレ
イが使用される。キャピラリアレイの大部分は温度が制御された恒温槽の中に収容される
。また、前記キャピラリアレイの一端は、前記恒温槽から突出した状態で設置され、測定
の手順に合わせて搬送機が運んでくる容器に挿入される。電気泳動の際には、前記キャピ
ラリ端はバッファ液が収容された容器に挿入される。このとき、キャピラリ中には前記恒
温槽に収容されている部分と前記バッファ容器に収容される部分の間に装置内空間に露出
した部分（露出部）が形成される。この露出部は、前記排熱用ファンにより発生するキャ
ピラリ電気泳動装置内の風にさらされる。
【０００５】
　前述したように、３１００型ＤＮＡアナライザでは、恒温槽とバッファ容器の間のキャ
ピラリ露出部がキャピラリ電気泳動装置内の空間に露出されており、前記排熱用ファンに
よる装置内の風にさらされている。また、その風は、前記排熱用ファンによって外気が装
置内に取り込まれたものであり、その風量は前記排熱用ファンの風量に依存し、温度は外
部環境温度と連動している。つまり、前記キャピラリ露出部の周囲には、外気温度と連動
した温度で、キャピラリ電気泳動装置の排熱用ファンの風量に依存した強さの風が吹くこ
とになる。
【０００６】
　一方、電気泳動の結果は、試料分離部であるキャピラリの周囲の風速と温度に影響され
る。具体的には、風速が大きいほど、また、温度が低いほど、キャピラリから放出される
熱量が増えて、電気泳動中のキャピラリの温度が低くなる。キャピラリの温度が変わると
電気泳動の結果が変わってしまう。従って、前記キャピラリ露出部周囲の風の風量や温度
が変われば、露出部の温度が変わってしまい、電気泳動の結果にも影響を与えてしまう。
【０００７】
【特許文献１】特開２００１－２４２１４２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　前述した３１００型ＤＮＡアナライザでは、キャピラリ電気泳動装置の使用環境温度の
上限に合わせて、前記排熱用ファンの風量を設定しており、常に一定である。従って、キ
ャピラリ露出部での放熱される熱量はその周囲の風の温度、つまり外気温度で変わってし
まう。このことは、電気泳動の結果が外気温度に影響されることを意味している。また、
前記３１００型ＤＮＡアナライザでは、１６本のキャピラリを同時に使用して、各キャピ
ラリで電気泳動を行っている。前記排熱用ファンによる風は、キャピラリ露出部にて、１
６本のキャピラリに一様ではなく、キャピラリ毎に受ける風量が異なる。この結果、キャ
ピラリ間で測定結果がばらついてしまう。特に、恒温槽内の温度が室温よりも高い温度に
設定されているとき、外気温度が低くなるほど、風が強く吹く位置のキャピラリと風があ
まり吹かない位置のキャピラリでは測定結果がより大きく変わってしまう。これら測定デ
ータのばらつき、不安定性はデータの信頼性を損なうものである。
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【０００９】
　本発明は、キャピラリ電気泳動装置の外気温度の測定結果への影響を低減し、同時にキ
ャピラリ間の測定結果のばらつきを軽減する。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　キャピラリ電気泳動装置の排熱用ファンの風量が電気泳動測定に最適になるように制御
するようにする。例えば、装置が正常動作するために必要な排熱量を維持できる範囲で排
熱用ファンの風量を最小に、場合によっては停止状態にする。これにより、前記ファンの
不均一性に起因するキャピラリ間の測定結果のばらつきを抑制できる。
【発明の効果】
【００１１】
　排熱用ファンの風量を制御することで外気温度による測定結果のばらつきを軽減できる
。また、キャピラリが複数本ある場合は、キャピラリ間の測定結果のばらつきが減少し、
各キャピラリの泳動分離速度が均一となる。以上の結果、測定結果の再現性、信頼性が向
上する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　ここでは、本発明の、実施の形態の一例を説明する。
　キャピラリ電気泳動装置とは、少なくとも１本以上のキャピラリを使用し、電気泳動の
作用により試料をキャピラリ中で分離する機能を有する装置である。キャピラリ電気泳動
装置の具体的な構成の例を、図１を用いて説明する。キャピラリ電気泳動装置は、電気泳
動の際に通電路となる少なくとも１本以上のキャピラリ（キャピラリアレイ１）と、キャ
ピラリに分離媒体となるポリマ溶液を充填するためのポンプ機構（シリンジ２と直動移動
機構３）と、キャピラリの周囲環境を恒温に保つための恒温槽４と、電気泳動により分離
された試料を光学的に検出するための光学検出機構５と、キャピラリの一端に容器を搬送
するための搬送機６と、キャピラリに高電圧を印加するための高圧電源とで構成される。
ここで、前記キャピラリは複数本のキャピラリで構成されるキャピラリアレイでも良い。
【００１３】
　キャピラリは内径数十～数百μｍ、外径数百μｍのガラス細管で、長さは分析の種類に
合わせて、数ｃｍ～数十ｃｍのものが使用される。また、該キャピラリは表面を膜厚数μ
ｍのポリイミドでコーティングされており、強度向上が図られている。ただし、検出部７
となる数ｍｍ程度の範囲の部分だけは、励起光がキャピラリ内部に侵入できるように、ポ
リイミドコーティングが除去されている。また、電気泳動により分離された試料を検出す
るために、前記検出部７はキャピラリの試料注入端から数ｃｍ～数十ｃｍ離れた位置に形
成される。本実施形態では複数本のキャピラリからなるキャピラリアレイ１を使用してい
る。キャピラリアレイ１の一端はグランド電位の電極８が挿入されたバッファ液９に連通
し、もう一端は電極１０と共に、バッファ液が入った容器に挿入される。そして、電気泳
動の際には、前記電極１０に数～数十ｋＶの高電圧を加えて、キャピラリ内部に電界を発
生させる。
【００１４】
　ポンプ機構は、キャピラリアレイ１に分離媒体を充填するためのもので、シリンジ２と
、シリンジを加圧するための直動移動機構３で構成される。前記キャピラリの一端はこの
ポンプに接続され、分析のはじめに分離媒体が充填される。電動バルブ１１は前記ポリマ
がグランド電位側のバッファ液９に逆流しないように流路を開閉するためのもので、キャ
ピラリへのポリマ充填の際は流路を閉じ、キャピラリに電圧を加えるときは流路を開ける
。なお、分離媒体が、非流動的で、あらかじめキャピラリ内に固定されるようなものであ
るときは、該ポンプ機構は必要ない。
【００１５】
　恒温槽４は、前記キャピラリアレイ１を収容し、槽内を恒温に保つものであり、ペルチ
ェ素子などの熱交換器により槽内の温度がコントロールされる。本来、恒温槽は電気泳動
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の通電路となる部分をすべてカバーすることが好ましいが、温度コントロール空間の小容
量化や装置内の配置構成等の関係で、泳動路のすべてではなく部分的にカバーするもので
も良い。本実施例では、キャピラリ検出部と、高電圧側の間を部分的にカバーしている。
【００１６】
　光学検出機構はキャピラリ中で、泳動分離された試料を光学的に検出するためのもので
ある。光学検出機構は、キャピラリの検出部を光で照射するための光照射部１２と、試料
から発せられる光を検出する光検出機構５で構成される。光源にはレーザ光源１３等が使
用され、光検出器にはＣＣＤカメラ１４等が使用される。
【００１７】
　搬送機６は縦方向、横方向、奥行き方向の３軸方向に移動でき、さらに容器を掴むため
のグリップ機構１５が備えられている。それらの動力源はすべてモータである。また、分
析の工程に合わせて、バッファ液が蓄えられた容器、試料を蓄えた容器、水を蓄えた容器
、廃液を蓄えた容器などをキャピラリの一端(本実施例では高電圧側)まで搬送し、不必要
な容器を所定の場所に配置する。本実施例では、高電圧側が試料導入側になる。
【００１８】
　以上に示したように、キャピラリ電気泳動装置にはレーザ光源、ＣＣＤカメラ、熱交換
器、モータなど多くの電気部品を備えており、それらはすべて、稼動中は熱を発するもの
である。キャピラリ電気泳動装置では安全性、外観等を考慮して、これらの部品を筐体の
中に搭載し、外部からのアクセスを制限している。また、この筐体により、前記各部品か
らの放熱が制限されるため、稼動中のキャピラリ電気泳動装置の筐体内温度は通常は上昇
する。一方、筐体内に搭載される部品は使用温度に制限があり、特にレーザ光源や熱交換
器などは、その性能を維持するために積極的に放熱する必要がある。そこで、排熱用のフ
ァンを筐体上に備えて、内部の熱を外に排出する構成になっている。実際には、このファ
ンにより、装置筐体の隙間から外気が侵入し、装置内を通過して外部に放たれるような空
気の流れが発生し、この装置内の空気の流れにより装置内の部品は空冷される。
【００１９】
　図２には、恒温槽４、キャピラリが装置内空間に露出されたキャピラリ露出部２５、装
置の排熱用ファン２１、装置筐体２２、搬送機６、前記搬送機に運搬される容器２３、お
よびキャピラリ支持部２４の位置関係を示している。なお、図２ではその他の構成部品は
省略している。前述したように、キャピラリの試料導入側は、電気泳動の際はバッファ溶
液に挿入され、また、試料導入時には試料容器に挿入される必要がある。このため、前記
キャピラリ端は恒温槽から突出した構成にし、搬送機６が容器を運んだ際に、前記キャピ
ラリ端が前記容器内に挿入されるようにしてある。また、該容器と恒温槽、あるいはキャ
ピラリ支持部が衝突しないように、該容器が恒温槽あるいはキャピラリ支持部から数ｍｍ
程度離れた位置で静止するように制御する。
【００２０】
　図２の配置では、キャピラリ電気泳動装置背面の排熱用ファンにより発生する風がキャ
ピラリの恒温槽４と容器２３の間の露出部を通過する。このキャピラリ露出部２５を通過
する風は、温度が外気温度と連動し、風量は排熱用ファンの風量に依存する。また、キャ
ピラリ露出部２５から放熱される熱量は、その周囲を通過する風により変化する。従って
、風量が一定のときは、キャピラリ露出部２５での放熱量は外気温度に依存する。つまり
、測定結果は外気温度の影響を受けてしまう。また、前記風はすべてのキャピラリにとっ
て一様な風速であるとは限らない。むしろ、風速を一様にするための工夫が無ければ、排
熱用ファンの風は一様にはならない。このキャピラリ露出部２５での風の不均一性はキャ
ピラリ間で測定結果のばらつきを引き起こす。恒温槽内の温度は室温よりも高い温度に設
定されることがあり、このとき外気温度が低ければ低いほど、キャピラリ間でのばらつき
は大きくなる。つまり、キャピラリ間の差を少なくするためには、排熱用ファンの風はな
いほうが好ましい。そこで、このファンの風量を条件に合わせて制御し、前述したような
測定データのばらつきを抑制することにした。
【００２１】
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　先ず、排熱用ファンの制御系の構成を、図３を用いて説明する。キャピラリ電気泳動装
置全体はメインのＣＰＵ３１により制御され、事前にインプットされた測定シーケンスに
従ってキャピラリ電気泳動装置を運転する。また、前記メインＣＰＵ３１は排熱ファン専
用のコントローラ３２を介して排熱用ファン２１の風量をコントロールする。キャピラリ
電気泳動装置には外気温を測るための温度センサ３３が備えてられおり、そこから外気温
度の情報をメインＣＰＵ３１に読み込む。また、メインＣＰＵ３１はキャピラリ電気泳動
装置がどういう状態であるか、言いかえれば、インプットされた測定シーケンスのどの状
態であるかを把握している。メインＣＰＵ３１は外気温度とキャピラリ電気泳動装置状態
３４から最適な排熱ファンの風量を算出し、その風量を調節できる。
【００２２】
　次に、具体的な制御方法の例を説明する。そもそも、排熱用ファンはキャピラリ電気泳
動装置内の熱を外部に排出ためのものであるが、外気温度が低いときは筐体内の温度も低
くなるので、排熱用ファンの風量を下げることができる。極端な例としては、外気温度が
低くなれば、前記ファンを止めることも可能なときがある。一方、外気温度が高いときは
積極的に装置内の熱を外部に排出する必要がある。外気温度に対して排熱用ファンの必要
風量を図に示すと、おおよそ図４のようになる。ここで、横軸は外気温度、縦軸は相対的
なファンの必要風量を示している。図４の形はキャピラリ電気泳動装置の構成や材質など
で変わるが、外気温度が下がるにつれて装置の排熱に必要な風量が減少する傾向は同じだ
と考えられる。前述したように、排熱用ファンの風はキャピラリ間で測定結果のばらつき
を引き起こしてしまうので、なるべく弱い方が良い（好ましくはゼロ）。従って、外気温
度に対して図４のような風量の制御をすれば、排気用ファンの風量を最小限にできる。ま
た、恒温槽の設定温度が室温よりも高いとき、外気温度が低いほど排熱用ファンの風の影
響は強いので、本制御による効果はいっそう大きなものとなる。また、風量をゼロにして
も充分な放熱が得られるときは、風量をゼロにしても良い。
【００２３】
　前述したファンの制御は電気泳動の際だけ必要であるので、電気泳動のときだけファン
を制御し、その他のときは一定風量でファンを回転させて積極的に排熱を行うような制御
方法も採用できる。
【産業上の利用可能性】
【００２４】
　排熱用ファンの風量を制御することで、キャピラリアレイＤＮＡシーケンサ等の電気泳
動装置の測定結果の再現性、信頼性が向上する。これにより、キャピラリ電気泳動装置の
適用範囲を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】キャピラリ電気泳動装置の概略図。
【図２】排熱用ファンの風の流路を示す概略図。
【図３】排熱用ファンの制御系の概略図。
【図４】外気温度と必要風量の関係を示す概略図。
【符号の説明】
【００２６】
１：キャピラリアレイ、２：シリンジ、３：直動移動機構、４：恒温槽４、５：光学検出
機構、６：搬送機、７：検出部、８：グランド電位の電極、９：バッファ液、１０：他の
電極、１１：電動バルブ、１２：光照射部、１３：レーザ光源、１４：ＣＣＤカメラ、１
５：グリップ機構。
２１：排熱用ファン、２２：装置筐体、２３：搬送機に運搬される容器、２４：キャピラ
リ支持部、２５：キャピラリ露出部。
３１：メインＣＰＵ、３２：排熱ファン専用のコントローラ、３３：気温を測るための温
度センサ。



(7) JP 4347733 B2 2009.10.21

【図１】 【図２】

【図３】

【図４】



(8) JP 4347733 B2 2009.10.21

10

フロントページの続き

(72)発明者  今井　一成
            茨城県ひたちなか市大字市毛８８２番地　株式会社　日立ハイテクノロジーズ　那珂事業所内
(72)発明者  小沢　美穂
            茨城県ひたちなか市大字市毛８８２番地　株式会社　日立ハイテクノロジーズ　那珂事業所内

    審査官  大竹　秀紀

(56)参考文献  特開２００３－１８５６２９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－１６６９７６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００１－２４２１４２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０３－１６３３５２（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ０１Ｎ　　２７／４４７　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

